
 「これはあなたの手帖です。いろいろのことが ここには書きつけてある 

 この中の どれか 一つ二つはすぐ今日 あなたの暮しに役立ち 

 せめて どれかもう一つ二つはすぐには役に立たないように見えてもやがて こころの底ふかく沈んでいつか  

あなたの暮し方を変えてしまう。 

 そんなふうな、これは あなたの暮しの手帖です 

  

「暮しの手帖」という雑誌をご存知ですか？ 

この雑誌の創刊は、終戦後間もない１９４８年。まだ物が不足していた時期でした。紙面には、さまざまな工夫をこら

して、人々の生活を良くしようとの願いのこめられた記事であふれていました。この雑誌を有名にしたのが商品テス

トです。たとえば、洗濯機のテストでは１ヵ月に渡りありとあらゆるものを洗濯しつづけるなど、ものすごい量のテスト

を繰り返していました。その上で、遠慮のない格付け評定をするため、メーカーは戦々恐々だったといいます。公平な

評価をするため、広告も一切取りませんでした。 

 創刊から６０年。暮しの手帖は健在です。紙面はすこしレトロっぽいですが、そこがなんとも魅力的。広告を取らな

い方針も継続中です。スローライフを志向した雑誌が増えてきていますが、暮しの手帖は、その元祖的な存在。若い

人にも十分アピールできる内容となっています。事実、愛読書にあげる若い人も増えてきています。 

 創刊以来、今も変わらず、表紙の裏にずっと載せられているのが、冒頭の花森安治の言葉です。 

さて、なぜ公民館に暮しの手帖のことを、と思うかもしれませんが、冒頭の言葉「あなたの手帖です」を「あなたの

公民館です」に変えて読んでみてください。実にしっくりくるのです。ちなみに、公民館をおく根拠となる社会教育法

ができたのが｢暮しの手帖｣創刊の翌年１９４９年です。 

公民館も暮しの手帖同様、できてからずっと大事に守ってきたことがありました。時代の流れでしょうか、あまり注目

されていない時期もありましたが、ふたたび目が向けられ始めています。」 

 

  上の文章は、今から20年ほど前、広報に載せられていた文章です。公民館ってどんなところなの？ということがと

ても分かり易く書いてあるので、改めて掲載させていただきました。もし、時間があるなら、公民館に立ち寄ってみて

ください。すぐには役に立たないように見えても、やがてこころの底ふかく沈んでいつか あなたの暮し方を変えてし

まう。そんな何が見つかるかもしれません。 

 

あなたの公民館って？どんなところ？ 
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公民館のカギ管理者委託者募集のお知らせ 

 野上公民館では鍵の管理者を募集しています。 

 （業務内容)  野上公民館の夜間（17時以降）及び休日の鍵の開閉 

 （委託料）    月額28,000円 

 （契約期間）  令和7年3月31日まで 

 詳細につきましては野上公民館  0973-77-6810（伊東） までお問い合わせください。 

やってみたいこと、してみたいことがありましたらお気軽に公民館にご相談ください 

 すっかり生活の一部になったスマートフォンやパソコン。 

 野上公民館では毎月第1・３水曜日にそんなスマート

フォンやパソコンの相談室を開催しています。  

 

 いまさら家族に質問しにくい・・・・・ 

 ここだけよくわからない・・・・・・・・・ 

 やってみたいことがあるけど、  

       誰に聞けばいいんだろう・・ 

 

 基本操作だけではなく、日常で“ちょっとこうしてみた

い”といったことにも個別に相談をお受けしています。 

 この機会に一度相談してみませんか？ 

 

 ※なお、全ての疑問や状態に対応できるもので 

はありません。 

 また、相談は先着順です。 

 不明な点等ございましたら、公民館までお問い 

合わせください。 

  

パソコン・スマホ相談室 

 （日時） 第１・３水曜日 9時～11時まで（無料） 

 （場所） 野上公民館  事務室 

 （お問い合わせ） 

   野上公民館  0973-77-6810 

    担当  伊東 （大分県デジタルデバイド支援員） 

パソコン・スマホ相談室のお知らせ 

消費生活相談を行っています 

 野上公民館では毎月第一金曜日に消費生活相談を行っています。お困りごと等あ

りましたら、どうぞご気軽にご相談ください。 

（日    時） 第1金曜日  13時半から15時半まで 

           （予約不要 次回開催日 7月5日 ） 

（場    所） 野上公民館 

（お問合せ） 0973-76-3510(商工観光・自然環境課) 

 


